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処分の概要

宅地造成等工事規制区域内に係る擁壁等設置、地形改良等の工事命令(第87条の

2第1項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規

制法第23条第1項の適用)

法 令 名

根 拠 条 項
都市再生特別措置法 第87条の2第1項

法 令 番 号 平成14年法律第22号

【基準】

適用する宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第1項の規定による。

(改善命令)

第23条 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地で、宅地造成若しくは特定盛土等

に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、若しくは極めて不完全であり、

又は土石の堆積に伴う災害の防止のため必要な措置がとられておらず、若しくは極めて不

十分であるために、これを放置するときは、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが大きい

と認められるものがある場合においては、その災害の防止のため必要であり、かつ、土地の

利用状況その他の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地造成等工

事規制区域内の土地又は擁壁等の所有者、管理者又は占有者(次項において「土地所有者等」

という。)に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置若しくは改造、地形若しくは

盛土の改良又は土石の除却のための工事を行うことを命ずることができる。
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